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令和７年第２回 教育民生委員会会議録  

 

○日 時 令和７年３月１２日（水） 午後１０時  

○場 所 議会棟３階 全員協議会室  

○付議事件 

（１） 議案第２１号 令和７年度防府市と場事業特別会計予算 

    議案第２３号 令和７年度防府市交通共済事業特別会計予算 

（２） 議案第４２号 防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例等中改正について  

（３） 議案第２４号 令和７年度防府市介護保険事業特別会計予算 

（４） 議案第３２号  防府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

（５） 議案第４３号 防府市国民健康保険条例中改正について 

（６） 議案第２０号 令和７年度防府市国民健康保険事業特別会計予算 

    議案第２５号 令和７年度防府市後期高齢者医療事業特別会計予算 

（７） 議案第３９号 防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例及び防府市奨学

資金貸付条例中改正について      

○その他 閉会中の継続調査について 

   ────────────────────────────────────── 

○出席委員（９名） 

教育民生委員長   久 保  潤 爾  

       教育民生副委員長  生 野  美 輪  

       教育民生委員    上 田  和 夫  

〃       河 杉  憲 二  

         〃       田 中  健 次  

         〃       原 田  典 子  

         〃       藤 村  こずえ  

         〃       藤 本  真 未  

         〃       和 田  敏 明  

   ────────────────────────────────────── 

○欠席委員（なし） 

────────────────────────────────────── 

〇委員外議員（７名） 
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石 田  卓 成  

上 野  忠 彦  

           河 村    孝  

           重 田  直 輝  

           村 木  正 弘  

           森 重    豊  

           山 田  耕 治  

────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者（１７名） 

生活環境部長    金 澤    哲  

生活環境部次長   池 田    晋  

環境政策課長    桃 井  芳 枝  

くらし環境課長   大 倉  孝 則  

福祉部長      藤 井  一 郎  

福祉部次長     伊 藤    忍  

高齢福祉課長    阿 部  かおり 

高齢福祉課主幹   山 口  佐貴子 

障害福祉課長    石 井  朋 子  

保健こども部長   石 丸  典 子  

保健こども部次長  尾 中  克 則  

子育て推進課長   大 濱    歩  

保険年金課長    岩 下  奈 美  

教育部長      江 山    稔  

教育部長      高 橋  光 男  

教育部次長     岡 田  元 子 

教育総務課長    松 田  伸 一 

────────────────────────────────────── 

○出席書記             白 瀧  ナ ミ  

────────────────────────────────────── 

午後１０時    開会  

○久保委員長  おはようございます。ただいまから教育民生委員会を開催いたします。  

 本日、欠席の報告のありました委員はございません。なお、執行部については、武村福
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祉総務課主幹が欠席する旨の届出に接しておりますので、御報告申し上げます。  

 それでは、さきの本会議において、当委員会に付託となりました案件について審査を行

いますので、よろしくお願いいたします。 

────────────────────────────────────── 

  議案第２１号 令和７年度防府市と場事業特別会計予算   

  議案第２３号 令和７年度防府市交通災害共済事業特別会計予算   

○久保委員長  初めに、議案第２１号及び議案第２３号の２議案を一括議題といたします。 

 まず、議案第２１号令和７年度防府市と場事業特別会計予算について、執行部の補足説

明を求めます。 

○池田生活環境部次長  おはようございます。生活環境部でございます。  

 それでは、令和７年度防府市と場事業特別会計予算につきまして、予算参考資料で御説

明申し上げます。 

 資料の４３１ページをお願いいたします。 

 と畜場につきましては、市民の食生活の向上及び食肉衛生の管理を図ることを目的とし

て設置しております。 

 次のページ、４３２ページをお願いいたします。  

 と場事業費につきましては、衛生管理責任者報酬また各種委託料など、施設を維持管理

するための経費を予算計上しております。 

 隣の４３３ページをお願いいたします。 

 公債費につきましては、令和２年度に実施しましたＨＡＣＣＰ（ハサップ）工事対応の

ため借り入れた市債の償還元金及び償還利子を計上しております。  

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。  

○久保委員長  執行部の補足説明に対する質疑を求めます。  

○田中（健）委員  ４３１ページ、今説明いただいた中の４３１ページで繰入金の金額が

６４７万６，０００円ということで、前年度が４７３万５，０００円ということです。令

和５年度を調べてみると、令和５年度も４，７３５という数字がなっております。それで、

こういう形でこれ昨年の令和６年度の見込みに基づいて、大体これぐらいになるんじゃな

いかということを、令和６年度の３月補正で若干繰入金を増やしましたから、そういう実

績に基づいて、この繰入金の金額を増やしているのか、それとも何かほかの要因があるの

か、そこだけ確認をしたいと思います。 

○桃井環境政策課長  お答えいたします。 

 この繰入金に関しましては、施設も老朽化が進んでいるということもありまして、施設
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の補修ということで予算が若干増加しております。その分を繰り入れさせていただいてい

ること、また、委託料としてコンデンサーとかを処分する必要が生じますので、そちらも

ちょっと増えるということで、それとまた、燃料費、電気代の高騰、人件費増加、こちら

のほうも引き続き見込まれるということで、昨年より若干繰入金のほうが増えております。

３月補正の増加ということではなく、令和７年度まだ支出として予算が増加する見込みと

いうことで計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○田中（健）委員  分かりました。施設の改修だとか、そういった光熱費の問題だとかい

うところで、そうなりますと、最終的に今の令和６年度のように、ここで処理する数が減

れば、またそういった意味での繰入れが最終の補正で増えるかもしれないということです

ね。 

○桃井環境政策課長  議員がおっしゃるとおり、そういう見込みもございます。  

 ただ、令和６年度が減額になった理由というのがちょっと分からないところはあるんで

すが、来年度はふるさと納税、こちらのほうも指定寄附制度というのを力入れておりまし

て、牛肉というのは、その返礼品としても大変人気がございますので、そちらで処分とい

うのがまた今年度よりは増加するのではないかなと、そういう見込みも立てております。  

 以上でございます。 

○久保委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、次に、議案第２３号令和７年度防府市交通災害共済事

業特別会計予算について執行部の補足説明を求めます。  

○池田生活環境部次長  それでは、令和７年度防府市交通災害共済事業特別会計予算につ

きまして、予算参考資料により御説明申し上げます。  

 ４４０ページをお願いいたします。 

 本事業につきましては、市民の交通事故に関して、相互救済制度により市民生活の安定

と福祉の増進に寄与することを目的として設置しております。  

 ４４１ページをお願いいたします。 

 共済事業費につきましては、加入促進のパンフレット等の作成費、それから加入の取り

まとめをしていただいた自治会への謝礼金、交通災害に遭われた方への見舞金を計上して

おります。なお、必要経費の財源につきましては、共済会費及び繰越金等で賄っておりま

す。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。  
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○久保委員長  執行部の補足説明に対する質疑を求めます。  

○和田委員  ４４１ページなんですけど、毎年パンフレットが配布されていますよね、す

ごい数ですよね。でも、例えば加入者って、じゃあ、それに対してどのぐらいおられるん

でしょうか。何割程度。 

○大倉くらし安全課長  今、決算が出ておりますのが令和５年度になりますので、そちら

のほうで考えますと、約１２％ほどになっております。  

○和田委員  思ったより入っているなという感じなんですけど。毎年やっているから何回

も見てきている人たちがいるんですよね。少し取りまとめ方を自治会さんに依頼して工夫

されたら、自治会のほうの手間も少し軽減できますし、印刷経費だとかそういったことも

軽減できると思うので、またその辺は要望としてお伝えしておいて終わります。  

 以上です。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○河杉委員  今、答弁の中で１２％ぐらいということで、実数としてどのぐらいの人数が、

令和５年度結構ですので。 

○大倉くらし安全課長  令和５年度の決算数値でいくと、１万２，６９５名加入されてお

ります。 

 大人が１万２，６９５人で、中学生以下が１，２１８人で、合計が１万３，９１３人で

ございました。申し訳ございません。 

○河杉委員  分かりました。毎年大体こういった数字がずっと経緯して、入っている人は

もう毎年入る。それから新規加入者というので、今まで入っていたけれど入らない方もい

らっしゃると思います。実は、町内会で取りまとめたときでも、かなり減ってきておるな

という気はしておりますが、ただ、この制度は、唯一無二の防府市独自の制度だと思って

おりますので、できれば続けてほしい。と同時に、なかなか会費は５００円ですよね。大

人は１人５００円、子どもは１００円じゃないですか。実際、運用の中で、例えば印刷代

にしてもほかの部分にしても上がってきておりますけれども、当面まだ５００円と

１００円で維持できるかどうなのか、いずれまた見直す時期が来るのかという気もせんで

はないんですけれど、その辺のお考え方はどうですか。  

○大倉くらし安全課長   現在の執行状況でいきますと、繰越金も今昨年度決算で１，

７００万円ぐらい出ておりますので、しばらくはこちらの金額でいけるのではないかと思

っております。 

○河杉委員  了解しました。できる限りこの制度は継続していただきたいなと、私も入っ

ていますけれども、実際問題としては、何かあったときに年間５００円、こういったあれ
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ってないんですので、今後ともよろしくお願いします。  

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○田中（健）委員  この会計自体とすれば、ある意味ではそんなに大きなプラスではない

ですけれども、プラスでずっといっている黒字会計というような形で、先ほどのと場とは

違うわけですけど、別にと場を悪く言うわけではないんですが、５００円、１００円とい

うのがある意味では手頃な金額ということだと思います。  

 それで、そういう意味で、例えば、今は主に自治会という形で、自治会の中の話かもし

れませんが、私の自治会では、自治会の中でも女性部が取りまとめるような形になってお

るんですけれども、例えば、これを中学生以下１００円というのは、交通事故のあれでい

けば非常に安価な保険で、今は部活動の地域移行の分でも８００円ですよね、確か年間で。

そういう形であるので、これは自治会ルートとは別の何かそういうところでも宣伝をする

と、そうすると今まで以上に先ほどの和田議員の質問とは逆にパンフレットをもっとたく

さん作らないといけないんですが、そういうことを一つ検討する価値はあるのかなと思い

ます。 

 それともう一つ、前に一度提案させていただいたんですが、もう大分前になりますが、

１０年たたないかもしれませんが、それに近いぐらいで。これ、交通事故被害ということ

ですよね。これは部も、それから課もまるっきり違うんですが、犯罪被害に対する対応と

いうことができないのか、犯罪被害で市のほうから見舞金というものが出たり国からもあ

りますが、確か全国でそんな数ないんですが、犯罪被害の共済というような制度を持って

いるところが前に調べたときにあったんですけども、今はないかもしれません。だから、

せっかくこれは市の独自でやっているわけですから、その辺のかじ切りもできるわけです

ね。そういうことにも備えましょうと、犯罪被害に対してどういうふうに支払うかという

ことは、ちょっと人的な被害に限定するべきかなとも思いますけども、そういった最近の

状況を見ると、そういう不安も高まっておるような感じもしますので、そういうことも一

つ、これは複数の部にまたがる話なので、運営は基本的に今のところで、犯罪被害という

のは交通被害に比べてはるかに少ないと思いますので、そういうことも内部的に将来の課

題として検討されてもいいと思いますので、ちょっと意見として申し上げておきます。こ

の件は特に答弁は要りません。 

○久保委員長  執行部よろしいです。ほかにございませんか。  

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、２議案を一括して議員間討議を行います。  

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 
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○久保委員長  議員間討議を終結し、一括して討論を求めます。  

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  討論を終結して、お諮りします。ただいま議題となっております２議案に

ついては、これを承認することに御異議ございませんか。  

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長   御異議ないものと認めます。よって、議案第２１号及び議案第２３号の

２議案については、原案のとおり全員一致で承認されました。  

 ここで、執行部入替えのため、暫時休憩いたします。  

午前１０時１６分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午前１０時１６分 開議 

────────────────────────────────────── 

  議案第４２号 防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例等中改正について   

○久保委員長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

議案第４２号防府市障害者就労支援施設設置及び管理条例等中改正についてを議題とい

たします。 

 執行部の補足説明を求めます。 

○伊藤福祉部次長  福祉部でございます。議案第４２号防府市障害者就労支援施設設置及

び管理条例等中改正について御説明申し上げます。  

 本案は、防府市愛光園、防府市大平園及び防府市なかよし園の定員の数を各施設の利用

実態に応じて、弾力的に設定しようとするものでございます。  

 具体的には、現在、条例でそれぞれ３施設の定員を決めておりますが、条例では上限の

みを設定して規則に委任しようとするものでございます。  

 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。  

○久保委員長  執行部の補足説明に対する質疑を求めます。  

○原田委員  愛光園、大平園、なかよし園の実情に応じたというお話がありましたけども、

実情を教えていただけますでしょうか、利用人数。  

○石井障害福祉課長  お答えいたします。 

 令和５年度の利用人数、延べ人数から開所日数を割ったものでございますが、愛光園に

つきましては、４０人から４２人でございます。なかよし園につきましては、児童発達支

援のほうが１６人、放課後デイサービスが８人でございます。大平園につきましては、入

所が３０名、生活介護が２９名となっております。  
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 以上でございます。 

○原田委員  ありがとうございます。令和５年ということで、今年のはまだ今から締めて、

人数が分かると思うんですけども、私がこの事業団で働いていたときがありまして、その

ときはかなり人数がちょっと定員より少なくても、かなり忙しい状況があって、場所の提

供とかが難しかったりしたので、今回、愛光園と大平園は、これ以上の方は受け入れない

ということで定めるということでよろしいでしょうか。  

○石井障害福祉課長  お答えいたします。 

 愛光園は６０人を上限として、大平園も４０人を上限としてございますので、サービス

報酬上は、国の定める規則上は定員掛ける１．２５までの受入れができるということにな

っておりますので、そういった柔軟な対応はできると思いますが、このたび実情に合わせ

て、特に愛光園につきましては、実情に合わせた形で規則で定めたいと思っておりますの

で、減らすことを考えておりますけども、例えば４０人にした場合でも、１．２５までの

受入れということは考えております。 

○原田委員  ありがとうございます。大平園についても、今、愛光園についてはというふ

うなお答えでしたけども、大平園についても同じような感覚でよろしいでしょうか。  

○石井障害福祉課長  お答えいたします。 

 基本的には考え方はセーフティーネットということで、受入れを行っていきたいと思い

ますけども、大平園は今変更するということは考えておりません。このまま定員をそのま

までいきたいと思っております。 

○原田委員  ありがとうございます。私が最後に勤めたのが大平園だったので、そこでど

のような状況かというのを、最近聞き取りを行ったところ、今３６名ということを聞いた

のと、日中一時が令和５年が２９名で、これが結構、やっぱり職員が手をかけなくてはな

らない方が、３歳ぐらいのこどもから預かっていると聞いたので、大変な状況だなと思っ

て、定員を定めたほうがいいと思うので、この提案は良いと思います。  

 なかよし園のほうが一気に増えているように思うのですが、これについては、園の協議

というのはされたのでしょうか。 

○石井障害福祉課長  お答えいたします。 

 事業団との協議を行いまして、将来の建て替えも見据えて、この人数で今要望が増えて

おりますので、増えた人数でも受入れができるような形に、条例のほうは上限を定めまし

て、ただ、定員のほうは当面、このままでということを考えております。  

○原田委員  ありがとうございます。要望というのが、事業団の要望なのか、利用される

側の要望なのかがあれなんですけども、それに伴う園のほうの体制というのも大事になっ



－9－ 

てくると思いますので、今後も聞き取りを行っていただきたいと要望いたします。  

 以上です。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○田中（健）委員  民間事業者というのも、以前に比べれば充実してきてはおるんですが、

以前に施設に地域の老人クラブで伺ったことがあるんですけれども、そのときにいろんな

聞いた話は、要するに民間施設でなかなか受入れが難しい方を、ここで受けているという

面があったと思いますので、多分今でもそうだと思いますし、それからもっと別のところ

というところも中にはないことはないみたいですけれども、そういった意味で、あと、施

設をこれで条例改正、これは定員だけの条例改正ですから、これで特に異論があるわけで

はないですが、あと施設の建設だとか、それから今後の人員体制、今もちょっと話があり

ましたが、そういったところには気をつけていただきたいということだけ、意見として申

し上げておきます。 

○久保委員長  意見ということでよろしいですか。ほかにございませんか。  

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、質疑を終結し、議員間討議を行います。  

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、議員間討議を終結し、討論を求めます。  

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  討論を終結し、お諮りします。本案については、これを承認することに御

異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  御異議ないものと認めます。よって、議案第４２号については原案のとお

り全員一致で承認されました。 

────────────────────────────────────── 

  議案第２４号令和７年度防府市介護保険事業特別会計予算   

○久保委員長  続きまして、議案第２４号令和７年度防府市介護保険事業特別会計予算を

議題といたします。 

 執行部の補足説明を求めます。 

○伊藤福祉部次長  続きまして、議案第２４号となりますが、令和７年度防府市介護保険

事業特別会計予算について御説明をいたします。  

 予算参考資料を御覧いただきたいんですが、初めに４４３ページをお願いいたします。  

 保険事業勘定でございます。令和７年度は第９期介護保険事業計画の２年目になります。
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予算総額は、歳入歳出とも合計１２０億３，８００万円で、前年度と比較しますと、２億

８，２００万円、率にして約２.４％の増となっております。 

 次に、４５４ページをお願いいたします。 

 下段、包括的支援事業・任意事業費につきましては、地域包括支援センターの運営、認

知症総合支援、介護給付費等適正化、地域自立生活支援などの費用でございます。  

 （１）包括的支援事業費の③地域包括支援センター運営事業では、直営１か所、委託

４か所の地域包括支援センターの適切な運営により、引き続き、高齢者の相談対応、介護

予防等を推進してまいります。 

 ⑥の認知症総合支援事業では、増加する認知症高齢者を支援するため、各地域包括支援

センターへ認知症地域支援推進員を配置し、認知症の方やその御家族が必要なサービスを

利用することができるよう、支援体制を整えてまいります。  

 続いて、４５９ページをお願いいたします。 

 サービス事業勘定についてでございますが、歳入につきましては、市直営の地域包括支

援センターが担当する野島地区の要支援者の介護予防サービスの計画収入、また、歳出に

おきましては、計画作成、委託料等を計上しております。 

 最後に、債務負担行為について御説明いたしますので、予算書のほうをお願いできます

でしょうか。 

 ７１７ページをお願いいたします。 

 上から４段目になりますが、緊急通報体制整備事業につきましては、お独り暮らしの高

齢者等に貸与します緊急通報装置に係る令和７年度から令和１２年度までの業務委託料で

ございます。 

 介護保険事業特別会計予算は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

○久保委員長  執行部の補足説明に対する質疑を求めます。  

○田中（健）委員  予算参考資料の４５４ページです。介護保険は要するに地域包括とい

うのか、そこでケアマネジャーさんだとか、そこの支援専門員だとかいうような方のそう

いったマンパワーでいろいろ運営されるところが大きいんだろうというふうに私認識して

おります。 

 それで、ちょっと確認の意味で改めて、今頃また聞くのもおかしいんですが、新人議員

さんも大分増えましたので、この委員会に。 

 ４５４ページで、まず最初に②のところで、介護支援専門員による支援が行われますと

書いてあります。⑤で、生活支援コーディネーターを配置しというふうに書いてあります。
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同じく、⑤の１つ下で、役割・いきがい支援コーディネーターを配置というふうに書いて

あります。⑥のところでは、認知症地域支援推進員、それを配置し、地域ケア会議推進事

業⑦のところでは、自立支援コーディネーターを配置しというふうに書いてあります。こ

れは、各４つある包括支援センターです。それに、これだけの人が少なくとも専門職で、

専門職だと思うんですが、専門職で配置されているのか、これはある程度１人の人が、介

護支援専門員が生活支援のコーディネーターにもなるのか、包括の職員体制について、改

めて教えていただけますか。市の直営のほうはいいですから。  

○阿部高齢福祉課長  お答えします。 

 まず、②の介護支援専門員、こちらのほうは、ケアマネさんなんですけども、こちらの

ほうは、地域包括支援センターのほうに、３職種という社会福祉士だったり保健師さんと

ケアマネさん、この３職種が配置されておりまして、その中のケアマネが１人入っており

ます。 

 ⑤番の生活支援コーディネーター、こちらのほうの生活支援コーディネーターは、地域

の体制をつくっていく方たちなんですけども、これは各包括に１名ずつ、生活支援コーデ

ィネーターとして配置しております。 

 役割・いきがい支援コーディネーターですけども、こちらのほうは、あくまでも委託と

して事業者にお願いしておりまして、短期集中等で体の調子と体の機能が回復されて、介

護認定を受けなくても、地域に戻って生活されている方の御希望を聞いて、どういったこ

とがしたいのか、体操するために通いの場に行きたいとか、何かほかに役割を持っていき

たいという方、ボランティア等をしたいけど、ボランティアは、体が弱っている方は、こ

れができる、あれができるというわけではありませんので、この役割支援コーディネー

ターが、その方のニーズを聞いて、その方たちのあったところを事業所で探してマッチン

グさせるということをしているんですけども、これは、あくまで事業者のほうでお願いし

ております。 

 すみません、ちょっと１回飛ばしまして、⑦の地域ケア会議推進事業の中の自立支援

コーディネーター、こちらのほうは、これも地域のケア会議を主に推進している方なんで

すけれども、これは各包括に１名ずつ配置しております。  

 最後に、⑥番の認知症総合支援事業のある認知症地域支援推進員、こちらのほうは、今、

市のほうに１名おりますが、今度、兼務として各包括に１名ずつ配置させていただいて、

認知症の方が住み慣れた地域で生活を継続するために、医療機関や介護サービス、地域の

支援機関との連携を図るための支援や、認知症の方の家族の支援、相談業務、こちらのほ

うと医療機関との連携を強化するための人員として、このたび、新しく配置する予定にな
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っております。 

 以上です。 

○田中（健）委員  そうなると、一番最初にお話があった地域包括の３職種ということで、

そこで３名の方がおられて、そのほかに生活支援コーディネーターと、自立支援と認知症

は新年度ですけれども、それ１名ということで、少なくとも６名の方がおられると、役

割・いきがい支援コーディネーターのほうは委任をしているので、そのほかの方がされる

から、そこは若干、任意という形ですかね。そういう仕事はされるけれども、それで人が

配置されるということではないわけですね。 

○阿部高齢福祉課長  お答えします。 

 包括に、役割・いきがい支援コーディネーターは配置されるわけではなく、包括の生活

支援コーディネーターや、自立支援コーディネーター、ほかの３職と連携を取りながら、

短期集中の卒業をされた方のその後の活躍を支援するために活動されている方でいらっし

ゃいます。 

 以上です。 

○田中（健）委員  分かりました。今さら聞くのも恥ずかしいことをいろいろ聞きまして、

すみません。 

 拡大で、認知症のところを少し充実させようというところで、そういった点は評価をさ

せていただきたいと思います。 

 次の質問ですが、４５７ページ、基金の積立てというところで、ここに基金の状況が書

いてあります。第９期の２年目ということなので、１年目は若干財政的にゆとりがあって、

２年目、３年目と、だんだんニーズが高まってくれば会計が厳しくなるということなんで

すが、昨年度のものと見比べれば、特に１年前の参考資料を見ると、令和６年度末の見込

み額は、そこの数字は３０４，８１５という数字が上がっておりましたし、令和５年度末

の見込みというのが４７８，８６６というふうになっています。それから見ると、最終的

に決算をする段階で、プラスがそれなりに出てということだと思いますが、そういった意

味で、取崩し額があるけれども、令和７年度の見込みが２９２，６００ということになれ

ば、一応３か年の運営は、今からそれ危なかったら大変なんですけれども、運営がそれな

りにされるというそういう認識でいいわけですかね。  

○山口高齢福祉課主幹  お答えいたします。 

 ３年後の見込みにつきましては、議員おっしゃるとおり、現状の状況では安定して運営

できるというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○久保委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

○原田委員  先ほどの田中委員の地域包括支援センターのことについての追加でお聞きし

たいのですが。 

○久保委員長  ページは４５４ページでよろしいですか。参考資料のページ。  

○原田委員  はい、そうです、同じで。４５４。 

 私が、やっぱり予算はなかなか勉強不足でお聞きして申し訳ないんですけども、地域包

括支援センターに対しての委託費というものは、この数年間で上がったりとかしているの

か、そんなことを聞いていいのかあれなんですけども、地域に住んでいる方に対して地域

包括支援センターの方という配置の人数が決まるという認識でよかったですか。それに対

しての委託費、ベースが上がっているのかが聞きたいのですが、よろしいでしょうか。  

○阿部高齢福祉課長  お答えします。 

 地域包括支援センターは、３年契約で当初の契約を結んでいますので、ベースが変わる

ということはないんですけど、３年間の委託料ということで、ただ、年によって使用する

金額というものは変わってくると思いますので、ベースはこの金額というものが毎年ある

んですけども、実績報告を出していただいて、そこの上限までで運用する形になっており

ます。 

 以上です。 

○原田委員  ありがとうございます。 

 それで、業務についてが、地域ケアとか様々な業務が徐々に増えてきているとお伺いし

ていて、一般質問のほうでも取り上げたりはしたんですけども、それに対しての地域包括

支援センターというのは、やはり忙しくなっていると普通に考えてそう思うんですけども、

それに対しての何か補助とかそういうのというのは、今まで市のほうではされていたので

しょうか。 

○阿部高齢福祉課長  お答えします。 

 補助という形はしておりませんが、地域包括支援センターが忙しいというのは、高齢者

が増えるに当たり、忙しくなるのはある意味必然的なものなんですけど、それに対しまし

て、防府市としましては、先ほど説明いたしました自立支援コーディネーター、これが防

府市独自の方でありまして、これが１名増ということで、包括の仕事的には少し楽になっ

ているというのはお伺いしております。 

 以上です。 

○原田委員  ありがとうございます。それでしたら、このたび拡大される認知症総合支援

事業についても、１名プラスになるのでという認識で、また少し楽になるという認識でよ
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ろしいでしょうか。 

○阿部高齢福祉課長  お答えいたします。 

 認知症の地域支援推進員ですが、令和７年度は、兼務という形で予算のほうを組み立て

をしておりまして、いずれこの兼務を、この方たちには事前に研修等をしていただくよう

になりますので、いきなり難しい仕事というのは、なかなかすぐすぐというのはないと思

うんですけども、これがうまく運営していけば、いずれ１名増という形で予算を組み立て

ることも考えております。 

 以上です。 

○原田委員  分かりました。兼務でその場合は別で委託費とか増えるということではない

でしょうけども、研修などでより忙しくなる可能性がありますので、兼務でも補助とかと

いうのは必要かなと思います。ちょっと認識が違えば教えてください。  

○阿部高齢福祉課長  お答えします。 

 地域支援推進員を配置するに当たりまして、こちらのほうとしましては、補助というか

委託料をその分上乗せする形でお願いしようと思っています。  

 以上です。 

○原田委員  ありがとうございます。分かりました。  

 この質問と別のものを続けてよろしいでしょうか。  

○久保委員長  どうぞ。 

○原田委員  福祉のほかのほうのこともしてもよろしいですか。  

○久保委員長  介護保険の特会に関するものにお願いします。それであればどうぞ続けて

ください。 

○原田委員  ちょっと混乱しているので、ほかにおられたら、どうぞ。  

○久保委員長  分かりました、一旦。ほかにございませんか。  

 暫時休憩します。 

午前１０時４５分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午前１０時４６分 開議 

○久保委員長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ほかにございませんか。 

○河杉委員  今の認知症総合支援事業のことなんですけれども、今、実は防府は認知症が

徐々に増えてきておる傾向だと思います。現在、部で確認されている認知症と初期も含め

て、大体、対象者はどの程度いらっしゃるのか、大体の人数で結構です。  
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○阿部高齢福祉課長  お答えします。 

 あくまでも推計、想定なんですけども、３，５００人ぐらい、大体、防府の人口の介護

の認定から推計しているんですけど、介護認定者の約３０％ぐらいの方が認知症というこ

とで、診断が出ておりますので、ただ、隠れた認知症というのが、なかなか見つかりづら

いですので、これはもっと多いものだとは考えております。  

○河杉委員  実際、これからも恐らく低年齢化もしている方もいらっしゃるやに聞いてお

りますので、特にまた、認知症カフェ、各それぞれの地域で自治会関係を含めて認知症カ

フェをやりながら、集まりながら話合いをするということなんですけれども、これは、す

みません、現在、市内で確認されているだけでも、設置件数はどのぐらいありますか、今。  

○阿部高齢福祉課長  すみません、確認なんですけども、認知症カフェということでよろ

しいですか。今、現状は８か所設置しております。  

 以上です。 

○河杉委員  分かりました。いずれにしましても、そういった認知症カフェに関わる助成

も含めて、そういった活動も今年もぜひお願いしたいなと思います。  

 以上です。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、質疑を終結し、議員間討議を行います。  

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、議員間討議を終結し、討論を求めます。  

○田中（健）委員  議案第２４号の介護保険事業特別会計についてですけども、介護保険

の導入は、そもそも国が福祉関係予算を減らし、これを保険料という形で国民、市民に転

嫁するということであり、反対をいたします。 

 介護保険では、介護認定を受けなければ介護を受けることはできないもので、医療保険

とは大きく違うものであることを申し上げておきます。  

 以上です。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○原田委員   令和７年度防府市介護保険事業特別会計予算についてですが、「日本共産

党」会派は、前回見直しの際に、所得段階区分と所得金額の区分変更をして負担を増やす

ことには、甚だ疑問であるということから、反対をいたしておりました。  

 令和７年度も引き続き、このことに基づいた予算編成となっておりますので、反対の立

場を表明いたします。 
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○久保委員長  ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  討論を終結し、お諮りします。本案については、反対の意見もありますの

で、挙手による採決といたします。 

 議案第２４号について、これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。  

        〔賛成者 挙手〕 

○久保委員長  ありがとうございます。挙手多数でございます。よって、議案第２４号に

ついては、原案のとおり承認されました。 

 ここで、執行部入替えのため、暫時休憩いたします。  

午前１０時５０分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午前１０時５２分 開議 

────────────────────────────────────── 

  議案第３２号 防府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について   

○久保委員長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

議案第３２号防府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定についてを議題といたします。執行部の補足説明を求めます。  

○尾中保健こども部次長  では、議案第３２号の防府市乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の制定について御説明を申し上げます。  

 議案書の８１ページをお願いをいたします。 

 本案は令和６年度から試行的に実施をしております、こども誰でも通園制度につきまし

て、法改正によりまして本年４月以降、私立の保育所、それから認定こども園等が本制度

を使用する場合に市町村の認可が必要となりますけれども、その認可をする際の基準を定

めるため条例を制定をするものでございます。 

 なお、条例で定める基準につきましては、法令によりまして国の基準に従い定めるもの

と、それから国の基準を参酌して定めるものの２種類が規定をされております。今回は国

の基準にはございませんけれども、本市の暴力団排除条例の精神に鑑みまして、ページで

は８５ページから８６ページにかけまして、条文では第５条の５項と６項にありますけれ

ども、こちらのほうで暴力団を排除する旨の条文を追加をいたしております。  

 それでは、そのほかの条例の内容について御説明を申し上げます。  

 では、議案書の８２ページをお願いをいたします。  
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 まず、条例の目次を御覧ください。第１章では総則として事業の全体的な事項を規定を

して、第２章では事業の区分ごとに設備及び職員の基準等を規定をいたしております。  

 なお、第２章の第２節の名称に一般型とございますけれども、この一般型というのは、

保育所等の定員とは別に定員を設定をするもの。それから、第３節には余裕活用型とござ

いますけれども、こちらのほうは保育所等において定員に達しない場合に定員の範囲内で

受け入れるというもののことでございます。 

 では、すみません。８５ページをお願いをいたします。  

 第５条では、事業者は利用する乳幼児の人権に配慮すること。それから人格を尊重しな

ければならないことなどを規定をしております。  

 それから、次の８７ページの第７条では設備の安全点検、それから保育所等における日

常生活の安全に関する事項などを定めた計画を策定すべきことなどを規定をしております。  

 続きまして、８８ページをお願いいたします。  

 ８８ページの第９条では事業所職員の一般的な要件。それから、続きまして８９ページ

まいりまして、第１２条では利用する乳幼児を差別的に取り扱ってはならないこと。それ

から、すみません。９０ページまいりまして、第１３条では暴行、それからわいせつ行為

など、利用する乳幼児の心身に有害な影響を与える行為への禁止を定めております。  

 続きまして、９４ページの第２章の第２０条以降におきましては、今度こちらのほうで

は先ほど説明をしました一般型、余裕型、それぞれにつきまして事業の定義、それから事

業所に設けるべき部屋やその面積、それから避難設備などの設備に関する事項、それから

職員の配置に関する基準などを定めております。  

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。  

○久保委員長  執行部の補足説明に対する質疑を求めます。  

○田中（健）委員  最初に説明のときに、国が従うべき基準と、それから参酌すべき基準

という形で示しているということでしたけれども、例えば９４ページの第２節一般型乳児

等通園支援事業の設備の基準というのが、第２１条がかなり書いてあって、それから

９８ページは２２条で、職員が乳児については３人に１人だとか、そういったものが示さ

れておりますが、この辺はいわゆる従うべき基準に当たるわけですかね。  

○大濱子育て推進課長  お答えします。条例案の２１条と２２条は、従うべき基準に基づ

いて設定しております。 

○田中（健）委員  分かりました。この一般型というのは、新たに作るというか、すると

いう形なので、当然そういうもので縛りがかかるということで、それでもう１つの余裕活

用型というのは、既存の施設は既にそういった基準に従っているので、その余裕活用型に
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ついてはその条文の中にそういう記述がないと、こういう理解でいいですかね。  

○大濱子育て推進課長  おっしゃるとおり、２２条余裕活用型に関しましては、既存の施

設を利用するということなので、既存のこれまでの法令に従って設備を運営していただく

ということでございます。 

○田中（健）委員  分かりました。そういった形であれば基本的にいいんだろうと思うん

ですが。それで、これは一般的な通則というところで、第１２条に利用乳幼児の国籍、信

条、社会的身分または利用に要する費用を負担するか否かによって差別的取扱いをしては

ならないということが書いてあります。これは施設として守るべきところで、こういうこ

とであれば、例えば利用料の滞納があっても差別的な取扱いはしてはならないと、こうい

う理解でいいわけですかね。 

○大濱子育て推進課長  滞納された方についても差別的な取扱いというのははできないの

で、支払っていただくように説明をしっかりしていきたいと思います。  

○田中（健）委員  分かりました。当然、支払うべきものだから、それをきちっと支払っ

ていただくということは当然ですけれども、乳幼児の方についてはそのことは特に影響し

ないということで理解をしました。 

 それでもう１つ、最後に。第５条で市独自で。  

○久保委員長  ページ数をお願いできますか。 

○田中（健）委員  すみません。８５ページ。議案の８５ページで、第５条の５項、これ

で暴力団排除条例の関係が書いてあって、その事業者が暴力団員あるいは暴力団と密接な

関係を有するものであってはならないと。６項で、暴力団または暴力団員を利することの

ないようにしなければならないというふうに書いてありますが、この利することのないよ

うにしなければならないというのは、暴力団員のこどもを受け入れてはならないというこ

とではなくて、そのこどもさんに対して特別に利することがないようにという、こういう

解釈でいいわけですかね。受け入れまでこれは拒絶しているという文言ではないようには

思うんですが、ちょっとここの確認をしたいと思います。  

○大濱子育て推進課長  事業所の規定ということで、事業者が運営する運営体制とか実際

に実施していく中で、そのような直接暴力団の、直接といいますか間接的にも暴力団の人

を利することができないということで、こどもに直接影響するものではないというふうに

認識しています。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○原田委員  お聞きします。今年始まって試行段階ということですので、分かる範囲でい

いんですけれども実績といいますか、実施要項を読ませていただいて、こと細かく決めて
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あって、利用チケット制ということで月に１０時間という利用チケット、これはやっぱり

皆さん分かる範囲でいいんですけども、利用上限ぐらいまでされているものでしょうか。

というのが、リピーターであるかというのが聞きたくて、聞いておりますのでお願いいた

します。 

○大濱子育て推進課長  お答えします。今年７月から開始した事業なんですけれども、年

末までの実際に利用された延べ人数が、約３００人ということで、延べ利用時間が年末ま

での約１，０００時間ということです。園のほうが１園で実際、年末まではされていたわ

けですけれども、お話を聞く限り、繰り返し利用される方が多いというふうにお聞きして

おります。 

○原田委員  分かりました。ありがとうございます。以上です。  

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○田中（健）委員  これから市のほうが認定するということになるので、各事業者さんの

意向というのをあらかた把握されていると思うのですが、この一般型で申請されるような

事業者があるのでしょうか。それとも、ほとんど余裕活用型になるのでしょうか。  

○大濱子育て推進課長  今、事業のほうで業者の方を募集しているところなんですけれど

も、余裕活用型を使われる施設が１園ほどございます。あとは、まだちょっと認可の途中

ではあるのですけれども、ほかの一般型ということで公立を含めて３施設の今、事業者と

しての募集があるということでございます。 

○久保委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

○大濱子育て推進課長  すみません、ちょっと言い間違えましたけれども、公立が３施設

で、民間の施設が一般型で３施設で、一般型は６施設、余裕活用型は１施設でございまし

た。失礼しました。 

○久保委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、質疑を終結し、議員間討議を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、議員間討議を終結し、討論を求めます。  

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  討論を終結し、お諮りします。 

 本案については、これを承認することに御異議ございませんか。  

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  御異議ないものと認めます。よって、議案第３２号については原案のとお
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り全員一致で承認されました。 

────────────────────────────────────── 

  議案第４３号 防府市国民健康保険条例中改正について   

○久保委員長  続きまして、議案第４３号防府市国民健康保険条例中改正についてを議題

といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○尾中保健こども部次長  では、議案第４３号防府市国民健康保険条例中改正について御

説明を申し上げます。 

 議案書では、３１１ページをお願いをいたします。  

 このたびの条例改正は国民健康保険法施行令の改正に伴いまして、賦課限度額、それか

ら軽減判定所得基準額を改正をするものでございます。  

 では、すみません。議案書の３１５ページの新旧対照表を御覧ください。  

 条例第１１条の６では、基礎賦課限度額を現行の６５万円から１万円引き上げて６６万

円といたします。 

 次の第１１条の６の１１では、後期高齢者支援金等賦課限度額を、現行の２４万円から

２万円引き上げまして、２６万円といたします。  

 なお、賦課限度額につきましては、国民健康保険法施行令で金額が定められておりまし

て、本市におきましても政令と同額に引き上げるものでございます。 

 なお、政令改正の趣旨につきましては、高齢化等により医療費が増大をする中で、高所

得者にも応分の負担を求め、中間所得層の負担上昇を抑制をするというものでございます。 

 なお、賦課限度額の合計につきましては、今回、介護納付金賦課額の改正はございませ

んので、１０６万円から３万円引き上げて１０９万円というふうになってまいります。  

 では、続きまして、議案書の同じページですが、３１５ページから今度は３１７ページ

にかけまして、条例の第１７条軽減判定所得基準額についてでございます。  

 改正の内容につきましては、議案書の３１６ページにございますが、条例第１７条第

１項第２号におきまして、５割軽減の判定に用います被保険者数などに乗ずべき金額を、

現行の２９万５，０００円から３０万５，０００円に引き上げるもの。 

 それから、議案書では３１７ページの一番最初の行ですけれども、同項第３号におきま

して、今度は２割軽減の判定に用います被保険者数などに乗ずべき金額を、現行の５４万

５，０００円から５６万円に引き上げるものでございます。低所得者に対します保険料の

減額についての基準は、これは政令で定められておりますので、政令と同額に引き上げる

ものでございます。 

 なお、政令の改正の趣旨につきましては、物価上昇の影響によって軽減を受けている世
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帯の範囲が相対的に縮小しないようにするというものでございます。  

 最後に、改正条例の施行日につきまして、政令の改正と同様、令和７年の４月１日とい

たしております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。  

○久保委員長  執行部の補足説明に対する質疑を求めます。  

○田中（健）委員  限度額の引き上げによって、当然、これはかなり所得の高い方ですけ

れども、その方には負担増を強いるわけですね。その負担の金額というのか、それは大体、

増額する分が見込みか何かで出しておられればその金額。そして、片方の低所得者につい

ての２割軽減、５割軽減については、これは逆に市のほうがもらう金額が減るわけですよ

ね。それぞれについてどれぐらいの金額になるのか、合わせてプラス・マイナスで増える

のか、減るのか、ちょっとその辺の数字が概算で構いませんので、もしお持ちであればお

願いします。 

○岩下保険年金課長  お答えいたします。まずは、賦課限度額の引き上げに伴う影響とい

うことで、基礎賦課額が引き上げに伴って、保険料としては１４１万円ほど増えるという

ことになります。それから、後期高齢者の支援金等賦課額については、８４万円増えると

いう計算になります。 

 それから、次に軽減所得判定の基準額なんですけれど、５割軽減によりまして、保険料

のほうなんですけれど、まず基礎賦課額の区分についてが３１３万円減るということにな

ります。後期高齢者支援金等賦課額が６５万円減る。それから、介護の均等賦課額が

１９万円減る。それから、２割軽減の方なんですけれど、基礎賦課額が１３万円減る。そ

れから、後期高齢者支援金等賦課額が２万円減る。それから、介護納付金等賦課額が１万

円減るという計算になります。すみません、ちょっとトータルについてなんですけれど、

ちょっと確認しますので。 

○久保委員長  計算されますか、今から。 

○岩下保険年金課長  １８８万円ほど減るという計算になります。  

 以上でございます。 

○久保委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、質疑を終結し、議員間討議を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、議員間討議を終結し、討論を求めます。  

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 



－22－ 

○久保委員長  ないようですので、討論を終結しお諮りします。  

 本案については、これを承認することに御異議ございませんか。  

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  御異議ないものと認めます。よって、議案第４３号については原案のとお

り全員一致で承認されました。 

────────────────────────────────────── 

  議案第２０号 令和７年度防府市国民健康保険事業特別会計予算   

  議案第２５号 令和７年度防府市後期高齢者医療事業特別会計予算   

○久保委員長  続きまして、議案第２０号及び議案第２５号の２議案を一括議題といたし

ます。 

 まず、議案第２０号令和７年度防府市国民健康保険事業特別会計予算について、執行部

の補足説明を求めます。 

○尾中保健こども部次長  では、令和７年度防府市国民健康保険事業特別会計予算につき

まして、予算参考資料により御説明を申し上げます。  

 参考資料では、４１５ページからでございます。  

 国民健康保険事業につきましては、１人当たりの療養給付費等の増加傾向が変わらず、

懸念される財源不足については基金繰入金等により補うこととし、令和７年度の保険料率

は据え置くことといたしております。では、４１７ページをお願いをいたします。  

 総務管理費でございます。子ども・子育て支援金制度の創設に伴いまして、本市の国保

システムを改修をする必要がございますので、委託料として２，０００万円を計上いたし

ております。 

 続きまして、４２０ページをお願いをいたします。  

 療養諸費でございます。疾病や負傷によりまして医療機関で受けた診療や、それから調

剤にかかる医療費、それから補装具、はり・きゅう等の施術代の医療費のうち、被保険者

の一部負担金を除く費用を支出をするものでございます。  

 続きまして、４２４ページをお願いをいたします。  

 こちら、３款国民健康保険事業費納付金でございます。事業費納付金の総額は２６億３，

７９７万３，０００円で、これは県が国民健康保険を運営するため、市町が県に納付する

ものでございます。 

 予算費目につきましては、４２４ページの医療給付費納付金、それから４２５ページ上

段の後期高齢者支援金等納付金及び下段の介護納付金の３つに分かれております。いずれ

も市町の医療費水準等を考慮しまして、県のほうで金額を決定をしております。 



－23－ 

 続きまして、４２６ページをお願いをいたします。  

 特定健康診査等事業費でございます。生活習慣病につきまして早期発見、それから早期

治療に資するため、４０歳以上７５歳未満の被保険者を対象に特定健康診査を実施をいた

します。令和７年度につきましては、三友サルビアホールにおきまして、総合がん検診と

合同で実施をしております集団検診を１回増やしまして、年５回実施をし、受診者の増加

に努めてまいります。 

 続きまして、４２７ページをお願いいたします。  

 保険事業費でございます。人間ドックの利用助成、それから糖尿病性腎症の重症化予防

に取り組むとともに、はり・きゅう施術の利用の助成等を行ってまいります。  

 歳出については以上でございます。 

 続きまして、歳入につきまして予算書で御説明いたします。  

 予算書の５６０ページ、それから５６１ページをお願いをいたします。  

 上から２段目の１目国民健康保険基金繰入金につきまして、国保特会全体の収支を緩和

しまして、財源不足に対応するため３億９９２万２，０００円を計上をいたしております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。  

○久保委員長  執行部の補足説明に対する質疑を求めます。よろしいですか。  

○田中（健）委員  すみません。最初に４１５ページのところで歳入ですが、国庫支出金

という形で、１，５１０万円という形で、例年よりも１，５００万円も多いのですが、こ

れはどういう形になるのか。下のほうに一応、歳入の説明で国庫支出金のところは、子ど

も・子育て支援事業費補助金という形で１，５００万円上がっておりますので、この分だ

と思うのですが、これまでこういうものがなかったと思うのですが、これはどういう趣旨

で歳入が増えているのか、ちょっと教えてください。  

○岩下保険年金課長  お答えいたします。子ども・子育て支援法等の一部改正に伴いまし

て、令和８年度から子ども・子育て支援金制度が創設され、医療保険者は被保険者に対し

て支援金を賦課徴収することになりました。そのため、国民健康保険料についても影響が

ございますので、令和７年度につきましてはシステムの改修が必要となります。これに伴

いまして、システムの改修につきましては補助金が入ってくるということなので、そちら

のほうを計上させていただいております。 

○田中（健）委員  システムの改修であれば、当然そういう形で補助を受けるのは当然だ

と思いますが、これは、そうなると歳出で１００％の補助になるのか、単市の持ち出しが

あるのか、ちょっとこれ歳出との関係があると思いますが、ちょっとそれ説明いただけま

すか。 
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○岩下保険年金課長  これは現在１００％補助ということで計上しております。  

 以上でございます。 

○田中（健）委員  分かりました。それで、国民健康保険でも徴収事務があるというふう

に言われましたが、これは何の徴収があるわけですかね。ちょっと保険料の関係だけでい

くとよく分からないんですが。 

○岩下保険年金課長  現在の国民健康保険料ということで区分が医療にかかる部分と、後

期高齢者支援にかかる部分と、介護保険にかかる部分ということで３つの区分に分かれて

おります。この、子ども・子育て支援事業に伴いまして、今度もう１つ区分が出来上がる

ということになりますので、もう１つ新たに加わった区分をプラスして国民健康保険料を

徴収するということになります。 

 以上でございます。 

○田中（健）委員  思い出しました。盛んに国会で議論されておりましたね。国保だとこ

れぐらいの割合になる、社会保険だとこれぐらいの負担になると。それで、子ども・子育

てにかかる分を各保険料に上乗せすると、今度国が、それにかかるシステム改修というこ

とですね。これは何年から実施だったんですかね。  

○岩下保険年金課長  令和８年度からの実施となっております。 

○田中（健）委員  ありがとうございました。頭の中が整理できなかったものが、今の説

明できちっと整理させていただきまして、ありがとうございます。  

 ４２６ページ。参考資料ですけれども、４２６ページですが、特定健康診査ですが、こ

れの受診率が、毎年なかなか芳しくないということで、これと、それから人間ドックを合

わせたものを、人間ドックはこの特定健康診査よりももっと項目を増やしてやっておりま

すので、特定健康診査を受けたのと同等以上になると思うんですが、これをやっぱり増や

す意味で、サルビアホールでやる分を１回増やしているということだと思うんですが、こ

れについて、確か昨年度は３回ぐらい、あなたはまだ受けておりませんというのを出され

ているというような形だったと思うんですが、今年もこれを継続されるんですかね。それ

で、まだ受け取られませんというふうに未受検者に対する督促というのか、お願いという

のか、それを３回出された効果というのは、令和６年度実施されていかがだったでしょう

か。 

○岩下保険年金課長   お答えいたします。今年度受診勧奨の送付回数を増やしまして、

１回増やして３回ということでしております。今年度は、はがき形式だったものを１回に

ついてはＡ４サイズということで、受診者の目に留まるような形でお送りしております。

この受診勧奨によって特定健診を受けたかどうかという部分についての分析については実
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際はちょっと行っておりませんので、検診の率ということであれば、昨年の１１月時点で

あれば昨年よりも受診率は上がっている状況でございます。  

 以上でございます。 

○田中（健）委員  受診率が上がっていれば結構だと思うのですが、どの程度上がってい

るのでしょうかね。 

○岩下保険年金課長   １１月時点の特定健診の受診率なんですけれど、昨年度は１３．

４％だったのが、令和６年度については１４％になっております。  

 以上でございます。 

○田中（健）委員  分かりました。なかなか受診率が上がらないところは厳しいなと思い

ますけれども、引き続いて御努力をお願いしたいと思います。  

 それで、この特定健康診査ですけれども、この診査の中で心電図は入っとるんですかね。 

○岩下保険年金課長  お答えいたします。 

 防府市においては心電図を検査の項目として入れております。  

 以上でございます。 

○田中（健）委員  分かりました。なんか自治体によってはこの心電図を入れていないと

いうところがあるみたいで、４０歳から７５歳未満ですから、前期高齢者もかかると思い

ますけど、高齢者の死因でいけば心臓疾患は３本の指に入るんではなかったかと思うので、

その辺は安心をしました。 

 それから、４２８ページ。基金の積立てということで、前年度より積立金が大分増えて

いるのですが、これは預金利子がなんか上がったからということですか。財源の内訳を見

ると預金利子に書いてあるのですけど、ちょっとこれはどういうことかなと思って。ずい

ぶん積立金が少ない金額ですけど、前の年が１４万７，０００円、それから３８０万６，

０００円になっておりますので、ちょっとそこを教えてください。  

○岩下保険年金課長  利子については、防府市のほうで基金については一括運用をしてお

りますので、それを按分した積立金ということになります。  

 以上でございます。 

○田中（健）委員  分かりました。どういうことなのかなと思いましたけれども。それで、

この取崩し額が３億９９２万２，０００円あるということで、約３億円取崩すという形で

すが、これでもまだ１６億円見込みがあります。３億円、最終的に今の令和６年度の決算

はまだ分かりませんし、７年度の決算はどうなるのか分かりませんけれども、丸々これを

取崩すのではなくて、例年、この一部の取崩しで済んでいる形だと思うんですよね。そう

いうことでいけば、この基金残高がかなり多いと思いますので、前からこれ申し上げてお
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りますが、そういうことを国保料の引き下げだとか、最終的には山口県下統一した料率に

なるわけですね。県のほうにするわけで、それが１０年先なのか８年先なのか分かりませ

んが、そこをちょっと見据えて、この基金の運用をしていただきたいということだけ要望

しておきたいと思います。 

○久保委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

○原田委員  先ほどの田中健次委員の検診でのことをちょっと追加でお聞きしたいことが

あります。 

 参考資料の４２６をお願いいたします。 

 この検診で心電図検査があるかということで、あるということでしたけれども、聴力検

査は含まれていますでしょうか。 

○久保委員長  暫時休憩します。 

午前１１時３２分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午前１１時３２分 開議 

○久保委員長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

○岩下保険年金課長  すみません、お答えいたします。 

 特定健診のほうには聴力検査は入っておりません。人間ドックについて任意項目という

ことで聴力検査が入っております。 

 以上です。 

○原田委員  ありがとうございます。生活習慣病の早期発見・早期治療ということにはな

っておりますけども、若年性の難聴の方もたくさんおられるということで、健診をする機

会に検査があればいいなと思って、ちょっと要望を一応しておきます。ありがとうござい

ました。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○河杉委員  ちょっとすみません。令和６年度の現在国保に加入されている数、人数はど

のくらいなのかということと、それから、令和４年度、それから３年度、流れの中で国保

加入者が減ってきているのか。というのは、一つはやっぱり事業費の全体のパイが小さく

なって少しずつ減ってきているのが事実なので、その辺の絡みでどのような傾向にあるの

かというのをちょっと教えてください。 

○岩下保険年金課長  令和６年度の１月末現在の国保の加入者数なんですけれど、１万７，

８９３人が国保の加入者数です。令和２年度から申しますと、２年度が２万１，９４６人、

３年度が２万１，４６８人、それから４年度が２万５８１人、５年度が１万９，５４１人
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ということになります。こちらの今申しました２年度から５年度につきましては、年間の

平均の国保の被保険者数になります。 

 以上です。 

○河杉委員  その要因の一つは、やっぱり人口減少もあるかと思いますし、それから実際

転居された方も含めて出生率も考えられるのかなという気はしております。その分でいき

ますと、今回の料金改定で、低所得者等々を手厚くしようという条例ですので、ですから

少しは増えるのかなという気はせんではないんですけれども、今後の見通しとして、どの

ように立てていらっしゃるのかというのをお願いします。  

○岩下保険年金課長  お答えいたします。 

 今後の見通しなんですけれど、被保険者数は年々減少傾向にありますので、保健料の収

入としては減っていってる状況です。ただ、１人当たりの医療費というのが、お薬につい

ては今高額な薬になってきておりますので、１人当たりの医療費は上がっているような状

況でございます。ですので、県のほうで納める納付金なんですけれど、県内全体の医療費

とか、そういうものを見込んで、それから標準保険料率という形で、各市町のほうに納付

金の金額の請求があっておりますので、それによって納める金額というのも年々変わって

いる状況でございますので、国保の財政としては、収入は減っているけれど、出ていくお

金が増えているような状況でございますので、今後の見通しは厳しい状況ではございます。  

 以上です。 

○河杉委員  分かりました。いずれにしても、負担金も含めて、ある程度基金というのを、

防府は、まだある程度基金を抱えていますから大丈夫ですけれども、統合されたときにこ

れを全部出せと言うのかなと、思ったりもしたものですから、いずれにしても厳しい財政

状況の中で、我々も国保加入者の一人として頑張っていただきたいなと思います。  

 以上です。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、次に、議案第２５号令和７年度防府市後期高齢者医療

事業特別会計予算について、執行部の補足説明を求めます。  

○尾中保健こども部次長  では、令和７年度防府市後期高齢者医療事業特別会計予算につ

きまして、予算資料により御説明を申し上げます。  

 参考資料では４６１ページからでございます。  

 後期高齢者医療制度につきましては、７５歳以上の高齢者及び６５歳以上で一定の障害

がある人を被保険者とする制度でございます。保険者でございます山口県後期高齢者医療
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広域連合が、医療費の給付、それから保険料の改定、決定賦課等を行いまして、市は申請

の受付業務、それから保険料の徴収業務などを行っております。  

 では、４６５ページをお願いいたします。 

 後期高齢者医療広域連合納付金でございます。市のほうで徴収をしました保険料、それ

から広域連合の運営に係る事務費等のほか、保険基盤安定負担金として保険料の軽減分な

どを広域連合に納付いたします。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。  

○久保委員長  執行部の補足説明に対する質疑を求めます。  

○田中（健）委員  この会計は、お金を徴収して県の広域連合のほうに出すというような

会計なのですが、これの保険料率はたしか２年ごとの改定だったと思うんですが、今の年

度は２年目でしたよね。ちょっとその辺、確認で。  

○岩下保険年金課長  お答えいたします。 

 保険料の改定については２年に一度やっておりまして、令和７年度についてが２年目に

なります。 

 以上でございます。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、２議案を一括して議員間討議を行います。  

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、議員間討議を終結し、一括して討論を求めます。  

○田中（健）委員  最初に、議案第２０号の国民健康保険事業の特別会計のほうですが、

以前から申し上げているんですが、この事業は自治事務で一般会計の繰入れを増やしつつ、

そういう形で所得の１割を超える保険料の軽減を図ることも可能ではないかと思いますし、

また、令和３年度に県内１３市中９市が国民健康保険の保険料率の引下げを行っておりま

す。割と基金がそれなりに各市があってですね、そういった形で、その料率の引下げが十

分可能な、この最近の国保会計の財政状況であると考えております。  

 そういったことから、この会計はさらに改善することが可能ではないかと思って、これ

には反対をいたします。 

 それから、議案第２５号の後期高齢者医療については、今言ったように２年ごとに保険

料の見直しがされております。だから、この令和６年度、７年度の保険料率については引

上げとなっておりますが、国保料以上に何か高齢者には大きな負担を強いるというような

声を聞いております。この料率の引上げのときには反対をいたしました。その予算、それ



－29－ 

に基づいた会計だということ、それから、今、後期高齢者医療について、防府市のほうか

ら議会、あるいは理事会に、理事者のほうに代表が出ているかどうかは分かりませんが、

これは、構成の段階全てから、この後期高齢者連合に対する議会、あるいは執行部のほう

に代表が送れないようなシステムになっております。代表なくして負担なしという言葉が、

これはもうフランス革命のころから言われたことで、代表なくして負担だけさせるという

ような、今の広域連合の在り方というのは、私はいかがかなと思います。  

 そういったことから反対をいたします。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

○原田委員  議案第２０号です。令和７年度防府市国民健康保険事業特別会計予算に反対

をいたします。 

 次に理由を述べます。 

 全国では３９％に当たる６７７自治体で値上げとなっている状況の中、本市は据置きで

あり、新年度の保険料については大変評価をしております。しかし、日本共産党は高過ぎ

る国保料の引下げをすべきだという本来の考えがありますので、反対の立場を表明いたし

ます。 

 続きまして、議案第２５号です。令和７年度防府市後期高齢者医療事業特別会計予算に

ついてですが、後期高齢者医療制度は、７５歳以上を国保や健保から引き離し、高齢者だ

けの医療保険にして負担増を強いる医療制度でございます。高齢者の生活を見ると、この

物価高騰、年金の減額、消費税増税などの厳しさを増しており、本来国民の健康や命を守

るはずの医療保険制度が高齢者を苦しめております。  

 防府市は、国に対して年齢にかかわらず、全ての国民が安心して医療を受けられるよう

な抜本的な医療制度の見直しを強く求めるべきだと考えています。このことから、この議

案には反対をいたします。 

 以上です。 

○久保委員長  ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  討論を終結してお諮りします。ただいま議題となっております２議案につ

いては、反対の意見もありますので、挙手による採決といたします。  

 初めに、議案第２０号についてお諮りします。議案第２０号について、これを承認する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

        〔賛成者 挙手〕 

○久保委員長  ありがとうございます。挙手多数でございます。よって、議案第２０号に
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ついては原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第２５号についてお諮りします。議案第２５号について、これを承認するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

        〔賛成者 挙手〕 

○久保委員長  ありがとうございます。挙手多数でございます。よって、議案第２５号に

ついては原案のとおり承認されました。 

 ここで、執行部入替えのため、暫時休憩いたします。  

午前１１時４７分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午前１１時４８分 開議 

────────────────────────────────────── 

  議案第３９号 防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例及び防府市奨学資金貸

付条例中改正について   

○久保委員長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

議案第３９号防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例及び防府市奨学資金貸付条

例中改正についてを議題といたします。 

 執行部の補足説明を求めます。 

○岡田教育部次長  教育委員会教育部でございます。議案第３９号防府市基金の設置、管

理及び処分に関する条例及び防府市奨学資金貸付条例中改正について御説明申し上げます。  

 議案書は２０７ページからになります。 

 このたびの条例改正は、急激な物価高騰の影響により家計が厳しくなる中、大学等に進

学を希望する学生が学業に専念できるよう、新たな奨学金を創設しようとするものです。  

 主な制度改正の内容としましては、防府市奨学金以外の貸付を受けている方を対象に、

本市の奨学金を上乗せする併用型奨学金を創設するものでございます。また、防府市基金

の設置、管理及び処分に関する条例中改正につきましては、議案書の２１３ページ、新旧

対照表を御覧ください。 

 このたびの併用型奨学金の創設に伴い、制度の確実な運用のために必要な額を適切に積

み立てることができるよう防府市基金のうち、運用基金の取扱いを変更し、運用基金の額

を規則で定めようとするものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。  

○久保委員長  執行部の補足説明に対する質疑を求めます。  

○田中（健）委員  確認ですけれども、これは今、併用型という形でありますので、現在、
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防府市の奨学金を受ける方、あるいはこれから受けようとする方にとってみたらプラスに

はならない、金額が増えないということですね。  

○松田教育総務課長  お答えいたします。 

 今現在、市の奨学金を受けていらっしゃる方が御利用をもしされるということであれば、

国の奨学金を借り直して、無利子分の上乗せとして、市の新たな奨学金を借りていただく

というような形になろうかと思います。 

○田中（健）委員  もう２０年以上前になるのですが、私が、子どもが大学に入るという

ときに、奨学金について、国の奨学金、県の奨学金、それから市の奨学金があるというこ

とで、当時の教育委員会の担当者といろいろ面談して話をしたことがあるんですが、国の

ほうがまず一番金額が大きくて、次に県で、市はそれよりも少ない形になりますと。だか

ら、国や県で奨学金が受けられなかった方が市の奨学金のほうに来られますよと。それで

国の奨学金のほうをまずチャレンジされてみたいな話を聞きました。幸い国のほうの奨学

金なので、市の奨学金のお世話にはならなくて済んだのですが、金額もそういう形で国・

県のほうが多くて市のほうが少ないわけですよね。そういう奨学金が少ない家計にとって

みれば、プラスで国のほうは今、有利子のそういうローンのような形の、低利ですけれど

も、そういう奨学金があると、それを使う方もあるわけですけれども、そういう中で、よ

り条件の悪い市の奨学金を受けているのに上乗せができないと。片方は上乗せができると。

それは非常に不公平感が強いと思うんですよね。だからせめて、例えば今、月額４万円で

定住促進があれば月額１万円になりますけれども、例えばこれをもう少し上げるというよ

うなことを、併用型ができるのであれば、もうちょっとバランスをとる意味で、今、併用

型でいけばプラス３万円できるわけですから、３万円が無理であれば、例えば２万円だと

か、そういう形でこの市の奨学金の金額を増やすべきじゃないかと思うんですが、いかが

でしょうか。 

○松田教育総務課長  お答えいたします。 

 今、市の奨学金最大５万円ということで既存の制度を運用しておりますけれども、これ

を例えば市の奨学金を増やすということになると、例えば月額７万円、８万円というよう

な形で、無利子で貸付けを行うというような形の制度になった際には、例えばこれまで国

とかほかの奨学金を利用されていた方などが、たくさん市のほうの奨学金を御利用を希望

されるというようなことになった場合には、単市で対応できる部分というのは、非常にち

ょっと今の基金の状況等では対応できないということになりますので、単市でそこまでの

事業を行うのは少しちょっと厳しいというふうに捉えております。  

 今せっかくほかの国にしても県にしても、奨学金をそれぞれ用意をされていらっしゃい
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ますので、役割分担というところも考えて、そういったところで支援が少し不足するよう

な部分、救えていない部分について市のほうで上乗せできるような形にしたいということ

で、今回御提案させていただくものでございます。  

○田中（健）委員  これで、併用型で見込みとすれば何人ぐらい考えて予想というのがさ

れてるんでしょうか。 

○松田教育総務課長  お答えいたします。 

 これがなかなか正確な見込みというのが非常に難しい状態ではあるんですけど、今予算

上は、現行の制度が平均して１５名程度の申請がありますので、大体１５名程度というこ

とで、まず二、三年、スタートして申請の状況等を見守っていきたいということで想定し

ております。 

○田中（健）委員  既存のものを、だから毎年１５名程度で、それにプラス１５名程度を

考えているということですね。もしそれをプラス２万円とかと言っても、今は定住と合わ

せて５万円だけれども、定住がなければ４万円ですが、現行でいけば、この定住まで希望

される方がほとんどなんですかね、１５名のうちは。  

○松田教育総務課長  最近、定住促進を併せて希望される方が非常に多くてですね、ここ

何年かの平均では８割ほどが定住促進を希望されております。今年新規で貸し付けている

方については１００％、１２名中１２名が定住促進の奨学金を併せて借りておられます。 

○田中（健）委員  財政的なものということですけれども、この基金の額は、それなりに

あったような私印象なんですが、実際はどれぐらいの基金が動いているんですかね。これ

は予算のほうで見ないと分からないのかもしれませんが。予算には基金は出ませんね。決

算書には何か出てきますけれども。大体基金の何割ぐらいを実際使っているわけですかね。  

○松田教育総務課長  基金のほうもですね、年によってかなり増減はあるんですけれども、

貸付の実績としては、大体２，０００万円弱ぐらい毎年貸付を行っております。償還とし

ては、大体１，０００万円弱ぐらいというような形で今償還をいただいております。今、

基金の内訳として、令和５年度の決算でお出ししているものが、貸付残高が７，０６０万

円程度、現金残高が２，８５０万円というような形になっております。  

○田中（健）委員  貸付が２，０００万円で、戻ってくるのが１，０００万円ということ

になると、ある意味では、これプラスマイナスしないといけないんですが、経済状況とか、

そういう形で滞納というような方がそれなりにおられるということですか。  

○松田教育総務課長  償還の状況につきましては、その年にお返しいただく奨学金の回収

率というのは、本市の場合９９％を超えておりますので、ほとんどの方がきちんと納期ど

おりにお返しいただいております。今出入りでかなり差があるというのは、令和３年度か



－33－ 

らの制度改正によって、今の貸付期間の３倍でお返しいただくような形にしておりますの

で、そういったところで少し出入りの差があるというところでございます。  

○久保委員長  ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、質疑を終結し、議員間討議を行います。  

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ないようですので、議員間討議を終結し、討論を求めます。  

○田中（健）委員  これ、正直言って不公平感が残るんですけれども、こういう形で貸付

け、無利子の貸付けという形でありますので賛成をいたしますが、ただ、これ基金の問題

もありますから、これを教育関係のほかの基金がたしかあったと思いますので、そういっ

たものから多少ここへ積み増すというような形のこともひっくるめて検討して、市だけの

今奨学金を受けている方が、もう少し無利子の貸付けを受けられるようにすることをちょ

っと今後検討いただきたいということだけ要望として申し上げておきます。  

○久保委員長  ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  討論を終結し、お諮りいたします。本案については、これを承認すること

に御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  御異議ないものと認めます。よって、議案第３９号については、原案のと

おり全員一致で承認されました。 

 教育部の皆さん、お疲れさまでした。退席されて結構です。  

 ここで、昼食休憩のため、１時５分まで休憩といたします。  

午後０時 ２分 休憩 

────────────────────────────────────── 

（予算委員会教育民生分科会開催） 

────────────────────────────────────── 

午後５時４３分 開議 

閉会中の継続調査について 

○久保委員長  引き続き、教育民生委員会に戻りまして、閉会中の継続審査について御協

議をお願いいたします。 

 前回までの調査項目は、「健康福祉について」、「障害者福祉について」、「児童福祉

について」、「介護保険事業について」、「学校教育について」、「生涯学習について」、
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「公民館について」及び「部活動の地域移行について」を継続調査としておりましたが、

新年度事業を含めまして、新たに追加する事項等がございましたらお願いいたします。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、先ほど申しましたとおりの内容で、これを当委員会の調査事項として閉会中

も調査を継続することに御異議ございませんか。  

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○久保委員長  ありがとうございます。御異議ないものと認めます。  

 よって、防府市議会会議規則第１０８条に基づき、議長に申出をいたします。  

 これをもちまして、委員会を散会いたします。長時間、大変お疲れさまでございました。

お疲れさまでした。 

午後５時４４分 散会 

────────────────────────────────────── 

防府市議会委員会条例第３０条第１項の規定により署名する。  

  

   令和７年３月１２日  

           

        防府市議会教育民生委員会委員長  久 保  潤 爾 

 

 


